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「
身
じ
ま
い
」
を
意
識
し

な
が
ら
も
、
家
族
の

支
援
を
期
待
出
来
ず
、
途
方
に
暮

れ
る
身
寄
り
の
無
い
高
齢
者
は
少

な
く
な
い
。
厚
生
労
働
省
は
こ
う

し
た「
お
ひ
と
り
様
」
を
支
え
る

事
業
を
新
設
し
、
金
銭
管
理
、
病

院
・
施
設
に
入
る
際
や
死
後
の
事

務
手
続
き
等
の
支
援
に
乗
り
出
す
。

資
力
が
無
い
人
を
支
え
る
狙
い
だ
。

し
か
し
、
同
省
内
か
ら
も「
ヒ
ト
、

カ
ネ
の
問
題
を
ク
リ
ア
出
来
る
の

か
。
機
能
す
る
に
は
課
題
が
多

い
」（
幹
部
）と
の
懸
念
が
漏
れ
↘

聞
え
て
く
る
。

厚
労
相
の
諮
問
機
関
、
社
会
保
障
審
議
会
の
福
祉
部
会
は

２
０
２
５
年
12
月
15
日
に
報
告
書
を
纏
め
、
身
寄
り
の
無
い

高
齢
者
、
認
知
症
や
知
的
障
害
等
で
判
断
能
力
の
不
十
分
な

人
を
対
象
と
す
る
支
援
策
を
提
言
し
た
。
公
的
な
制
度
と
し

て
、
①
金
銭
管
理
や
重
要
書
類
の
預
か
り
②
病
院
や
施
設
に

入
る
際
の
契
約
手
続
き
③
葬
儀
、
家
財
処
分
の
手
続
き
―
―

等
を
支
援
す
る
、
と
し
て
い
る
。

担
い
手
は
地
域
の
社
会
福
祉
協
議
会
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
を
想

定
し
て
い
る
。
報
告
書
を
受
け
、
厚
労
省
は
26
年
の
通
常
国

会
に
社
会
福
祉
法
等
の
改
正
案
を
提
出
す
る
意
向
だ
。
会
合

で
同
省
の
鹿
沼
均
社
会
・
援
護
局
長
は「
今
後
50
年
、
１
０

０
年
に
繋
が
る
礎
と
な
る
様
な
、
社
会
福
祉
の
大
変
重
要
な

内
容
だ
」と
力
を
込
め
た
。
↘

２
８
６
万
人（
24
年
）で
、50
年
に
は
４
４
８
万
人
ま
で
増
え

る
と
い
う
。
実
際
、
身
じ
ま
い
の
必
要
性
を
感
じ
て
い
る
中

高
年
層
は
多
い
。
或
る
地
域
の
住
民
50
～
85
歳
の
住
民
２
５

１
２
人
を
対
象
と
し
た
同
総
研
の
調
査（
23
年
）で
は
、「
自

分
の
病
気
や
要
介
護
、
死
亡
時
に
周
囲
の
人
が
手
続
き
で
き

る
よ
う
備
え
た
い
か
」と
の
問
い
に
90
・
６
％
の
人
が「
そ
う

思
う
」「
や
や
そ
う
思
う
」と
答
え
て
い
る
。

だ
が
一
方
で
、
身
じ
ま
い
へ
の
備
え
を
し
て
い
る
か
と
言

え
ば
、「
日
常
生
活
に
必
要
な
こ
と
」を
他
の
人
に
依
頼
済
み

の
人
は
７
・
５
％
、「
亡
く
な
っ
た
後
の
財
産
や
家
財
の
処

分
」を
依
頼
済
み
の
人
は
８
・
８
％
に
留
ま
る
。
厚
労
省
は

「
こ
の
ま
ま
で
は
老
後
に
立
ち
行
か
な
く
な
る
人
が
続
出
す

る
」と
し
て
、
新
た
な
制
度
を
作
る
事
に
し
た
。

只
、
対
策
を
議
論
し
て
き
た
社
保
審
の
部
会
等
で
も
委
員

か
ら
、
現
場
の
負
担
増
、
人
材
不
足
、
財
源
等
の
懸
念
が
示

さ
れ
、「
利
用
が
殺
到
し
混
乱
し
な
い
か
」「
相
続
人
と
ト
ラ

ブ
ル
に
発
展
し
な
い
か
」と
い
っ
た
疑
問
も
次
々
出
さ
れ
て

い
た
。

同
省
社
会
・
援
護
局
幹
部
だ
っ
た
Ｏ
Ｂ
は「
死
後
の
事
務

対
応
に
は
専
門
知
識
が
必
要
だ
し
、
入
院
、
入
所
手
続
き
は

緊
急
性
を
要
す
る
事
が
有
る
。
各
地
の
社
会
福
祉
協
議
会
に

即
応
出
来
る
専
門
性
を
持
っ
た
人
材
を
十
分
確
保
出
来
る
の

か
。
又
、
そ
の
財
源
は
何
処
に
求
め
る
の
か
」と
話
す
。
同

省
幹
部
は
こ
う
し
た
懸
念
が
あ
る
事
は
認
め
た
上
で「
家
族

代
わ
り
で
は
な
い
の
で（
サ
ー
ビ
ス
の
範
囲
は
）き
っ
ち
り

線
引
き
す
る
必
要
が
有
る
」と
言
う
。
と
は
言
え
、
線
引
き

次
第
で
は
高
齢
者
側
の
ニ
ー
ズ
と
ず
れ
、「
使
え
な
い
制
度
」

に
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
も
残
る
。

同
省
の
想
定
す
る
制
度
は
、
低
所
得
の
人
に「
無
償
か
低

料
金
で
」サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
も
の
だ
。
し
か
し
、
公
的

支
援
も
富
裕
層
向
け
の
民
間
サ
ー
ビ
ス
も
受
け
ら
れ
な
い
中

間
層
に
と
っ
て
も
、
身
じ
ま
い
は
切
実
な
問
題
だ
。
日
本
総

研
の
試
算
に
よ
る
と
、こ
う
し
た「
支
援
の
は
ざ
ま
」に
い
る

高
齢
者
は
２
４
６
７
万
人
、
65
歳
以
上
人
口
の
約
68
％
に
達

す
る
。
日
本
総
研
は
中
間
層
の
支
援
に
繋
が
る
ビ
ジ
ネ
ス
モ

デ
ル
を
模
索
し
て
い
る
が
、
未
だ
動
き
始
め
た
ば
か
り
だ
。

こ
れ
迄
、
高
齢
者
の
身

じ
ま
い
に
関
わ
る
事
は
同

居
家
族
が
担
っ
て
き
た
。

だ
が
未
婚
等
に
よ
る
高
齢

単
身
者
の
増
加
に
伴
い
、

家
族
に
よ
る
支
援
は
難
し

く
な
っ
て
い
る
。
手
術
に

同
意
す
る
意
思
表
示
が
出
来
ず
治
療
を
受
け
ら
れ
な
い
、
ゴ

ミ
を
捨
て
ら
れ
ず
家
が
ゴ
ミ
屋
敷
と
化
し
て
い
る
、
死
後
の

手
続
き
を
す
る
人
が
お
ら
ず
無
縁
仏
に
せ
ざ
る
を
得
な
い

―
―
。
こ
う
し
た
事
例
は
増
え
続
け
て
い
る
。

国
の
推
計
で
は
、
独
居
高
齢
者
は
40
年
に
１
０
０
０
万
人

を
超
す
。
又
、
日
本
総
合
研
究
所
の
調
査
で
は
、
配
偶
者
や

子
供
、
３
親
等
以
内
の
親
族
が
い
な
い
高
齢
者
は
現
在
、
↖

第
214
回
社
保
審
の
高
齢
者「
身
じ
ま
い
」支
援
策
に「
は
ざ
ま
」問
題


